
№１ 

特定最低賃金の改正決定の申出状況 

 

ケー

ス別 

特定最低賃金の件名 

（適用対象業種の範囲） 
適用労働者数 申出日及び申出者 

協約覚書適用労働者数 

又は機関決定労働者数 

(適用労働者に占める割合)  

労働

協約 

非鉄金属製造業 

※ Ｅ２３（小分類のＥ２

３１・２３５・２３９

を除く。） 

４，６９０人 

令和５年７月１８日 

・日本基幹産業労働組合連合会 

埼玉県本部 

委員長 卜部 勝則 

・ＪＡＭ埼玉 

会長 今井 信博 

・全日本電線関連産業労働組合

連合会 埼玉地方協議会 

議長 廣瀬 裕        

２，５９５人 

 （５５．３３％） 

労働

協約 

電子部品・デバイス・電子

回路、電気機械器具、情報

通信機械器具製造業 

※ Ｅ２８、Ｅ２９（細分

類のＥ２９７３（心電

計製造業を除く。）を

除く。）、 Ｅ３０ 

３５，３６０人 

令和５年７月１８日 

・全日本電機･電子･情報関連

産業労働組合連合会 

 埼玉地方協議会 

議長 竹内 秀之  

・ＪＡＭ埼玉 

会長 今井 信博 

１７，５８８人 

（４９．７４％） 

労働

協約 

輸送用機械器具製造業 

※ Ｅ３１（小分類のＥ３

１５・３１９（細分類

のＥ３１９１を除

く。）を除く。） 

４７，２００人 

令和５年７月１８日 

・全日本自動車産業労働組合

総連合会 埼玉地方協議会 

 議長 二階堂 祐輔 

・ＪＡＭ埼玉 

会長 今井 信博 

２１，７３０人 

（４６．０４％） 

労働

協約 

光学機械器具･レンズ、時

計･同部分品製造業 

※ Ｅ２７５、Ｅ３２３ 

３，４９０人 

令和５年７月１８日 

・ＪＡＭ埼玉 

会長 今井 信博 

・日本化学エネルギー産業労

働組合連合会  

埼玉地方協議会 

議長 田中 勇希 

１，８２７人 

（５２．３５％） 

公正

競争 

自動車小売業 

※ Ｉ５９１（細分類のＩ

５９１４を除く。） 
２１，３５０人 

令和５年７月１８日 

・全日本自動車産業労働組合

総連合会 埼玉地方協議会    

議長 二階堂 祐輔 

７,５６７人 

 （３５．４４％） 

※は、日本標準産業分類（平成２５年１０月３０日総務省告示第４０５号）による分類を記載。 


